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７月から９月は「夏の熱中症等対策声かけ期間」です！ 

 

 農作業中の熱中症による死亡事故が増加していることを踏まえ、今年度から新たに熱中症リスク

が特に高い７月から９月を「夏の熱中症等対策声かけ期間」と定め、関係機関・団体で構成する岡

山県農業機械作業安全運動推進協議会（※）において、周知を図るため、啓発チラシを作成しまし

た。今後、農業者等への研修会等での活用やホームページへの掲載等を通じて声かけ運動を展開し、

農作業時の熱中症対策の徹底と安全意識の向上を推進します。 

 

１ 実施期間  

令和８年７月１日（水）～９月30日（水） 

 

２ 取組内容 

  啓発チラシの作成及び配布 

チラシ裏面の熱中症対策のポイントをまとめた「毎日の作業前のチェックリスト」を農業

者自身による確認、家族や従業員同士等での声かけに活用してもらい、熱中症予防を図る。 

 

（※）岡山県農業機械作業安全運動推進協議会の構成 

岡山県（農林水産部、農林水産総合センター）、岡山労働局、岡山県警察本部、 

岡山県農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会（岡山農機事務所、岡山県本部）、

岡山県農業会議、全国共済農業協同組合連合会岡山県本部、岡山県農業共済組合、 

岡山県農業機械商業協同組合 


